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豊岡市山王町１１番２８号
ＴＥＬ ２２‐３８６２　ＦＡＸ ２４‐２９５６
豊岡納税貯蓄組合連合会
公益社団法人  豊岡納税協会

協　　賛
豊 岡 税 務 署
豊 岡 県 税 事 務 所
北 但 地 区 １ 市 ２ 町

印　　刷
岩　　見　　印　　　刷　　（株）

納税協会は
あなたのお役
に立ちます！！
税のご相談は
お気軽に

お越し下さい。

全但特急バス 

「ミシュラン・グリーンライナー」が運行開始！！ 「ミシュラン・グリーンライナー」が運行開始！！ 
　城崎温泉が、旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン（フランス語版）」改訂第3版にふ
たつ星★★（近くにいれば寄り道をして訪れるべき場所の意）で掲載されました。これを記念して、全但
特急バス｢城崎大阪線(城崎温泉駅⇔大阪阪急三番街)｣の1日1往復が｢ミシュラン・グリーンライナー｣
として運行されています。ミシュランがデザイン制作に関わったラッピングバスは全国で初めてです。 
　7月10日、運行開始記念セレモニーがＪＲ城崎温泉駅前で開催されました。式典にはミシュランコー
ポレートキャラクター「ミシュランマン」と市マスコットキャラクター「玄さん」も出席しました。 
　「ミシュラン・グリーンライナー」で、多くの方にお越しいただき、城崎温泉の魅力を堪能される
ことを願っています。 

・着任のごあいさつ（大西史浩氏）  ‥‥‥‥‥‥‥２

・人事異動（豊岡税務署）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２

・人事異動（豊岡県税事務所）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥２

・簡単・便利なダイレクト納付  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥３

・平成２５年度定時総会開催  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４

・税に関する高校生の作文募集  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥６

・記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます  ‥７

・平成２５年度兵庫県納税功労者表彰  ‥‥‥‥‥‥‥８

・個人事業税の納税について  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８

・ゴルフ場利用税・軽油引取税  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥９

・納税協会青年部会だより  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１０

・税の作品募集中！！（作文・書道・ポスター）  ‥‥‥１１
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着
任
の
ご
あ
い
さ
つ

　

残
暑
の
候
、
豊
岡
納
税
貯
蓄
組
合

連
合
会
並
び
に
公
益
社
団
法
人
豊
岡

納
税
協
会
の
会
員
の
皆
様
方
に
は
、

ま
す
ま
す
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
喜
び

申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
方
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
平
素
か
ら
税
務
行
政
に

つ
き
ま
し
て
深
い
ご
理
解
と
格
別
の

ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

私
は
、
本
年
７
月
の
人
事
異
動
に

よ
り
ま
し
て
豊
岡
税
務
署
長
を
拝
命

し
、
こ
の
た
び
着
任
い
た
し
ま
し
た

大
西
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

当
管
内
は
、
海
あ
り
山
あ
り
川
あ

り
の
風
光
明
媚
な
土
地
柄
で
、
大
変

自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
と
と
も
に
、
歴
史
と
伝
統
の
あ
る

地
域
で
あ
り
ま
す
。
当
地
に
勤
務
で

き
ま
す
こ
と
は
、
大
変
光
栄
で
あ
り

ま
す
と
と
も
に
、
税
務
署
長
と
い
う

責
任
の
重
さ
に
改
め
て
身
の
引
き
締

ま
る
思
い
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、「
消
費
税
完
納
推

進
の
街
」
並
び
に
「
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
利

用
推
進
の
町
」
の
宣
言
式
典
の
ほ
か
、

税
に
関
す
る
「
中
学
生
の
税
に
関
す

る
作
文
」
や
「
小
学
生
の
税
に
関
す

る
書
道
・
ポ
ス
タ
ー
」
の
募
集
な
ど
、

各
種
事
業
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
税
協
会
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
確
定
申
告
期
に
お
け
る
各
地

の
相
談
会
場
に
お
き
ま
し
て
ご
協
力

を
い
た
だ
い
て
い
る
ほ
か
、
年
末
調

整
等
の
説
明
会
の
開
催
、
更
に
は
、

公
益
社
団
法
人
に
ふ
さ
わ
し
い
講
演

会
を
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
各
種
事
業

を
幅
広
く
展
開
し
て
い
た
だ
い
て
お

り
、
大
変
心
強
く
思
え
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。

　

私
ど
も
の
執
行
す
る
税
務
行
政
は
、

限
ら
れ
た
定
員
・
予
算
の
下
、
い
わ

ゆ
る
国
民
の
皆
様
方
の
顧
客
満
足
度

の
向
上
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
で
き
る
だ
け
提

供
す
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
運
営
に
当

た
っ
て
は
、
常
に
皆
様
方
と
一
体
と

な
っ
て
税
務
行
政
を
執
行
し
て
い
く

よ
う
努
め
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す

の
で
、
皆
様
方
に
は
、
今
後
と
も
一

層
の
ご
理
解
と
お
力
添
え
を
賜
り
ま

す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

結
び
に
当
た
り
ま
し
て
、
皆
様
方

の
ご
事
業
の
益
々
の
ご
発
展
と
ご
健

勝
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、

私
の
着
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

豊
岡
税
務
署
長

大　

西　

史　

浩

　

七
月
十
日
付
で
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。
統
括

官
以
上
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

【
転　

入
】

　
　

署　
　

長　
　
　
　

大　

西　

史　

浩

　
　
　
　

（
局　

調
査
一
部　

特
別
調
査
官
）

　
　

総
務
課
長　
　
　
　

杉　

浦　

孝　

幸

　
　
　
　

（
局　

課
税
二
部

　
　
　
　
　
　

法
人
課
税
課
情
報
技
術
専
門
官
）

　
　

個
人
第
１
統
括
官　

田　

辺　

佳　

伸

　
　
　
　

（
東
署　

個
人
第
２
統
括
官
）

　
　

個
人
第
２
統
括
官　

花　

光　

正　

博

　
　
　
　

（
住
吉
署

　
　
　
　
　
　

個
人
第
２
部
門
上
席
国
税
調
査
官
）

　
　

法
人
第
２
統
括
官　

西　

村　

真
紀
子

　
　
　
　

（
東
大
阪
署

　
　
　
　
　
　

法
人
特
別
調
査
官
連
絡
調
整
官
）

【
転　

出
】

　
　

署　
　

長　
　
　
　

内　

田　

正　

章

　
　
　
　

（
局　

課
税
一
部　
資
料
調
査
第
三
課
長
）

　
　

総
務
課
長　
　
　
　

渡　

邊　

康　

夫

　
　
　
　

（
東
住
吉
署　

法
人
第
１
統
括
官
）

　
　

個
人
第
１
統
括
官　

三　

宅　

滋　

人

　
　
　
　

（
神
戸
署　

個
人
第
１
統
括
官
）

　
　

個
人
第
２
統
括
官　

橋　

詰　

勝　

貴

　
　
　
　

（
生
野
署　

個
人
第
２
統
括
官
）

　
　

法
人
第
２
統
括
官　

小　

川　

浩　

司

　
　
　
　

（
旭
署　

法
人
第
４
統
括
官
）

　

四
月
一
日
付
で
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。
課
長

以
上
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

【
転　

入
】

　
　

副
所
長
兼
納
税
相
談
室
長

　
　
　

酒　

井　

真　

澄

　
　
　

（
丹
波
県
税
事
務
所
課
税
第
１
課
長
）

　
　

課
税
第
２
課
長

　
　
　

中　

谷　

達　

也

　
　
　

（
神
戸
県
税
事
務
所
自
動
車
取
得
税
審
査
課
長
）

【
新　

規
】

　
　

収
税
管
理
課
長

　
　
　

山　

本　

真　

弓

　
　
　

（
豊
岡
県
税
事
務
所
管
理
課
長
）

【
転　

出
】

　
　

伊
丹
県
税
事
務
所
副
所
長
兼
納
税
相
談
室
長

　
　
　

藤　

原　

栄　

一

　
　
　

（
副
所
長
兼
納
税
相
談
室
長
）

　
　

丹
波
県
税
事
務
所
課
税
第
１
課
長

　
　
　

水　

田　
　
　

剛

　
　
　

（
収
税
課
長
）

　
　

西
宮
県
税
事
務
所
自
動
車
税
課
長

　
　
　

五　

島　

健　

雄

　
　
　

（
課
税
第
２
課
長
）

人　

事　

異　

動

豊　
岡　
税　
務　
署

但
馬
県
民
局　
豊
岡
県
税
事
務
所
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公益社団法人豊岡納税協会・豊岡納税貯蓄組合連合会

平成２５年度　定　時　総　会　開　催
◆公益社団法人豊岡納税協会
　去る５月１４日豊岡商工会議所会議室において、豊岡税務署長をはじめ幹部の方々の来賓ご臨席のもと、
平成２５年度定時社員総会が開催されました。
　宮垣会長あいさつの後、平成２４年度事業報告・決算の承認、諸規程の改正について慎重審議の結果、
満場一致で原案どおり承認可決されました。
　また、３月２１日開催の理事会において承認された平成２５年度事業計画・予算についても併せて報告さ
れました。　

　事業報告並びに計画
　平成２４年度の我が国経済は緩やかに回復の傾向にあり、大企業、製造業を中心に明るい兆しが見
えていますが、地域間の格差は否めず、当協会を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。
会員数は、景気の動向や事業の廃止等で減少傾向が続いています。
　そんな中、青年部会では加入勧奨やブロックの行事に積極的に参加するなど組織の拡大・強化に
取り組み、一定の成果が得られました。また、公益社団法人としての事業活動は、地域の状況や財
政等を勘案しつつ地道に実施しました。
　平成２５年度は、引き続き公益社団法人としての社会的使命を果
たすとともに、公益財団法人納税協会連合会と連携・強調して納
税者の税に関する理解を深め、適正な申告納税を支援し、納税道
義の高揚を図ることによって、税務行政の円滑な執行に寄与する
ことを目的とする各種の事業を引き続き実施してまいります。
　＊税務指導（相談）・簿記教室・パソコン会計教室の実施
　＊各種説明会・講演会・租税教室の開催
　＊税務広報の実施（会報誌等の発行、ホームページ・スポットＣＭによるＰＲ）

　諸規程の改正
　新公益法人制度の下では、納税協会自らが確固たるガバナンスを構築するとともに、法令及び定
款・諸規程を遵守した協会運営が強く求められているため、全ての諸規程を見直し、改正並びに新
設しました。

◆豊岡納税貯蓄組合連合会
　本年度は書面審議による開催とし、平成２４年度事業報告・収支決算、平成２５年度事業計画・収支予算
について意見を求めたところ、特に異議はなく原案どおり承認されました。

　事　業　方　針
　納税貯蓄組合は、実態として組織の面では存在しないというのが実情で、全国的には、組合とし
ての組織の確立、即ち組合員の存在確認と名簿の作成及び先ず役員から会費をという流れがありま
すが、近畿地区では納税協会と一体的に活動しています。
　そのような中、当連合会では、前年に引き続き全国的に実施される「中学生の税についての作
文」募集、兵庫県連で実施される「小学生の税に関する書道・ポスター」の募集等、全国的に取り
組まれるものに重点をおいた活動を実施します。
　また、納税貯蓄組合の目的が、納税資金の備蓄から振替納税の普及拡大、消費税の滞納の未然防
止等に変遷していることに鑑み、引き続き消費税完納の街宣言、ｅ－Ｔａｘ普及拡大の事業につい
て支援していきます。

昨年のパソコン会計教室
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決　算　書・予　算　書

平成２５年度予算額平成２４年度決算額科　　　　目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
　（１）経常収益

２，８００３，３７８　　基本財産運用益
８，３００８，９３１　　特定資産運用益

７，１９０，０００７，３８４，７００　　受取会費
４４０，０００１，７３１，４７９　　事業収益
６，７９８，７００６，７９８，７００　　受取助成金
１７０，５００１８９，０５９　　雑収益

１４，６１０，３００１６，１１６，２４７　　　経常収益計
　（２）経常費用

１３，１３６，５００１３，２４１，９６９　　事業費
２，４５９，５００２，４１１，４２５　　管理費
１５，５９６，０００１５，６５３，３９４　　　経常費用計
△　　９８５，７００４６２，８５３　　　　当期経常増減額

２．経常外増減の部
　（１）経常外収益

０２７０，１７１　　固定資産売却益
０２７０，１７１　　　経常外収益計

　（２）経常外費用
００　　経常外費用計
０２７０，１７１当期 経 常 外 増 減 額

△　　９８５，７００７３３，０２４税引前当期一般正味財産増減額
２２２，４００１，６００法人税、住民税及び事業税

△　１，２０８，１００７３１，４２４当期一般正味財産増減額
３５，９５０，０００３５，２８０，６８１一般正味財産期首残高
３４，７４１，９００３６，０１２，１０５一般正味財産期末残高

Ⅱ指定正味財産増減の部
１００７０　　基本財産運用益

△　　　　１００△　　　　７０　　一般正味財産への振替額
００当期指定正味財産増減額

２８３，６００２８３，６００指定正味財産期首残高
２８３，６００２８３，６００指定正味財産期末残高

３５，０２５，５００３６，２９５，７０５Ⅲ正味財産期末残高

平成２５年度予算額平成２４年度決算額科　　　目

【収入の部】

１７０，０００１７０，０００県 補 助 金

３０，０００３０，０００市 町 補 助 金

６０，０００６７，３４０県 連 助 成 金

２００，０００２００，０００会 報 協 力 費

４０，０００３２，９８０事 務 補 助 金

８９８２２３雑 収 入

２５０，００００特別会計繰入金

１９３，１０２２８６，５２７前 期 繰 越 金

９４４，０００７８７，０７０収 入 合 計

【支出の部】

２０，０００９，５００会 議 費

７０，０００５９，９０５表 彰 費

３５０，０００３２７，９９９会 報 発 行 費

１８０，０００１３５，６５０報 奨 費

７０，００００女 性 部 活 動 費

００研 修 費

１０，０００３，６７４印 刷 消 耗 品 費

５０，０００２０，０００旅 費 交 通 費

２０，０００６，２４０通 信 費

５０，００００助 成 金

３１，０００３１，０００負 担 金

３０，００００渉 外 費

１０，００００雑 費

５３，００００予 備 費

０１９３，１０２次 期 繰 越 金

９４４，０００７８７，０７０支 出 合 計

公益社団法人　豊岡納税協会 （単位：円） 豊岡納税貯蓄組合連合会 （単位：円）

（注）平成２５年度予算において、上記以外に資産取得資金の当年度分積立て
として、次のとおり計上している。

会館建設等積立資産　５０５，３００円

公益社団法人豊岡納税協会　会員募集中 
税知識を高めビジネスチャンスを広げよう！！ 

ご入会の手続き 

納税協会の窓口にある

「入会申込書」に記入し

ていただくだけです。 

会費は、法人・個人別に

定められています。 

皆様のご入会をお待ち

しております。 

事業活動・行事案内等、随時更新中！ 
http://www.nk-net.co.jp/toyooka/

納税協会は 
健全な納税者の団体として税知識の普及に努め 
適正な申告納税の推進と納税道義の高揚を図り 
企業および地域社会の発展に貢献します 

納税協会指針  

ホ ー ム  
ペ ー ジ  

毎月1回、経営者の皆様に役立つ情報をお届けします。 
購読料は無料です。 

メ ー ル  
マガジン 

公益社団法人  豊岡納税協会 
TEL：0796-22-3862　FAX：0796-24-2956

お 問 い  
合 わ せ  
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第52回　「税に関する高校生の作文」募集　

◆応募資格　高校生

◆テ　ー　マ　税に関すること

　　　　　　税に関して自分で思ったこと、考えたこと、体験したことなど何でも結構です。

　　　　　　（例）・税について学習したことに関する意見や感想

　　　　　　　　　・税務署や公共施設などを見学したことがあれば、その体験や印象など

　　　　　　　　　　（例示にとらわれる必要はありません。）

　　　　　　　※応募作品は本人が創作したもので未発表のものに限ります。

◆応募点数　１人１編

◆文　字　数　１，２００字以内

　作品の冒頭に題名、氏名、学校名、学年を、末尾に応募者の住所を記載してく

ださい。（学校を通じて応募する場合は、住所の記載は必要ありません。）

◆提　出　先　最寄りの税務署に提出してください。

◆締　切　り　平成２５年９月６日（金）必着

◆表　　彰　優秀作品には賞状と記念品を贈呈します。

◆発　　表　優秀作品は、都道府県名、学校名、学年、氏名とともに国税庁ホームページや国

税当局が作成する広報誌等に掲載するほか、報道機関等に資料を提供するなど、

広く発表します。

◆著　作　権　作品は返却いたしません。作品の著作権は国税庁に帰属します。

【問合せ】豊岡税務署総務課（�０７９６－２２－２１０１）

　年末調整説明会を次のとおり開催します。 
　源泉徴収義務者の方々は、是非ご参加
ください。 

◆開催日程 

【問合せ】 
豊岡税務署法人課税第１部門 
�０７９６－２２－２３４４（源泉担当） 

日　　時 

１１月１９日 
（火） 

午前 
午後 

但馬地場産ビル２階 
　　　　　多目的ホール 

１１月２０日 
（水） 

午後 
新温泉町浜坂多目的集会 
施設 

１１月２１日 
（木） 

午後 香美町香住文化会館 

場　　　所 

　平成２５年度の改正点を中心とした法人
税法等の説明会を次のとおり開催します。 
　法人の経理を担当される方々は、是非
ご参加ください。 

◆開催日程 

【問合せ】 
豊岡税務署法人課税第１部門 
�０７９６－２２－２１５９ 

日　　時 

１０月２２日 
（火） 

午後 
但馬地場産ビル２階 
　　　　　多目的ホール 

１０月２３日 
（水） 

午後 
新温泉町浜坂多目的集会 
施設 

場　　　所 
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　記帳・帳簿等の保存制度の詳細や「記帳説明会」等のご案内については、国税庁ホーム
ページ（http://www.nta.go.jp）の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保
存について」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって
「2」を選択後、所得税担当までお問い合わせください。 

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます 
平成26年1月から 

※現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分、あるいは前年分の事業所得 
　等の金額の合計額が３００万円を超える方です。 

　事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。 
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度 
について、平成２６年１月から対象となる方が拡大されます。 

税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、 
記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」 
を実施しています。 

平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度 

記帳説明会のご案内 

●対象となる方 

　売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。 
　記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載する 
など、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 

●記帳する内容 

　収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求 
書・領収書などの書類を保存する必要があります。 

【帳簿書類の保存期間】 

●帳簿等の保存 

保存が必要なもの 保存期間 

7年 

5年 

5年 

帳簿 

書類 

収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿） 

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿） 

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 
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県
税
版
豊
岡
県
税
事
務
所

平成２５年度 兵庫県納税功労者表彰 
　去る６月４日、兵庫県公館において、平成２５年の納税功労者知事表彰が行われ、但馬地域

からは下記の方が受賞されました。 

　納税の重要性に対する深い認識のもとに、常に適正な申告と納期内納付を続けられ、もっ

て地域住民の納税意識の育成・高揚並びに納税秩序の確立を図られる等、納税を通じて県政

の推進に大きく寄与された功績が認められての受賞となりました。 

　ここに受賞者の栄誉をお祝い申し上げるとともに、今後ますますの御繁栄をお祈り申し上

げます。 

【法人納税者】 

株式会社 北星社 
豊岡市上佐野１６２０ 

（代表取締役社長　早川　 薫 氏） 

【法人納税者】 

株式会社 トキワ 
香美町香住区三谷７３５ 

（代表取締役　柴崎 一秀 氏） 

個人事業税の納税について 個人事業税の納税について 
個人事業税は、所得税・住民税とは別に、個人で事業を行う方に課税される税です。 

最寄りの金融機関、または県税事務所で期限内にお納めください。 

また、納税には便利な口座振替制度もぜひご利用ください。 

口座振替納税を利用されますと、 

　　・現金を扱いませんので安心です。 

　　・納期限を気にしなくてすみます。 

　　・納税のために金融機関等へ出かける手間が省けます。 

　＊口座振替のお申し込みは金融機関、県税事務所で受け付けています。 

【お問い合わせ先】但馬県民局  豊岡県税事務所  課税第１課　�（０７９６）２６－３６２８ 

納期限は 

となっています。 

第1期分 

第2期分 

9月2日（月） 
12月2日（月） 

はばタンからの 
お願いです。 
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軽 油 引 取 税  軽 油 引 取 税  

■納める人 

バイオディーゼル燃料を取り扱う皆様へ バイオディーゼル燃料を取り扱う皆様へ バイオディーゼル燃料を取り扱う皆様へ 
不正軽油は、 
　作らない！ 売らない！ 
　買わない！ 使わない！ 

　ゴルフ場を利用した人がゴルフ場の経営者を通して納めます。 

■納める額 
　ゴルフ場利用税の額はゴルフ場の規模、利用料金等を基準とし
て、一人一日当り３００～１，２００円となっています。 

ゴルフ場数 

　日本のゴルフ場第１号は明治

３６年５月２４日オープンした神

戸ゴルフ倶楽部で、現在県内に

は１６６ヵ所のゴルフ場があり、

日本第２位です。 

　ちなみに、ゴルフ場のナンバー

１は北海道です。１６７ヵ所のゴ

ルフ場があります。 

（平成２４年１２月３１日現在） 

■市町への交付 
　ゴルフ場利用税の収入額の１０分の７は、ゴルフ場利用税交付
金としてゴルフ場が所在する市町に交付され、地域振興を図るう
えで重要な役割を果たしています。 

�軽油引取税は、ディーゼル車などの燃料である軽油を購入した人に課せられる県税で
す。税率は、１リットルにつき３２．１円です。 

�農業や漁業などの用途での使用については、軽油引取税が免税になる場合があります。
（平成２７年３月３１日までの特例措置） 

�製造軽油（灯油等を混和して製造した軽油）や重油・灯油などを自動車の燃料として
使用した場合も軽油引取税が課税されます。 

�不正軽油とは、知事の承認を受けないで灯油等
を混和して製造した軽油であり、不正軽油を自
動車の燃料として使用すると 

　「軽油引取税の脱税行為」 になります。 
【お問い合わせ先】但馬県民局  豊岡県税事務所  課税第２課 

�（０７９６）２６‐３６３０ 

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）に軽油・灯油・
重油等を混和し、製造・販売・消費する場合、
軽油引取税の納税義務が生じることがありま
す。（製造等の承認も必要となります） 

＊混和後の燃料の区分については、地方税法第１４４条第１項第１号の
定めに基づき、燃料の成分や比重等により区分します。 

■非 課 税 

　次の人にはゴルフ場利用税は課されません（該当する旨の証
明がある場合に限る） 
　①１８歳未満の人　　　②７０歳以上の人　　　③障害者 
　④国民体育大会参加選手の同大会ゴルフ競技としての利用 
　⑤学生、生徒、教員等が学校の教育活動としての利用 

ゴルフ場利用税 ゴルフ場利用税 は県や市町の貴重な財源です！ は県や市町の貴重な財源です！ は県や市町の貴重な財源です！ ゴルフ場利用税 

軽 油 引 取 税  

ＢＤＦと軽油引取税について 

ＢＤＦと混和 
する燃料 

無　し 
（ＢＤＦ１００％） 

軽油・灯油・ 

重油等 

混和後の 
燃料の区分 

＊ 

軽　油 

軽油以外の 
炭化水素油 

― 

すべての用途で課税対象 

自動車用燃料として販売・ 
消費した場合は課税対象 

課税対象外 無 

有 

無 

無 

有 

有 

無 

有 

有 

課税の可否 
地方税法に基づく 
承認を受ける義務 

販売 消費 製造 

燃料油の種類 

軽い 

重い 

重油（Ａ重油） 

軽油 

軽油 ① Ａ重油や灯油等 

灯油 

ガソリン 

原油 

不正軽油（製造）の主なパターン 

揮発 
油税 

軽　油 
引取税 

Ａ重油や灯油等 不正軽油 不正軽油 ＋ → 

Ａ重油 ② 灯油 灯油 不正軽油 不正軽油 ＋ → 

Ａ重油や灯油等 Ａ重油や灯油等 

（製造以外の例） 

自動車の燃料として 
販売・消費 ③ 

排出 

薬品等 薬品等 混入 

硫酸ピッチ 硫酸ピッチ 
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納税協会青年部会だより  

★平成25年度 定時総会開催 

納税協会から新刊図書のご案内  

上記のほか、清文社発行の書籍を各種取り揃えています。在庫がない場合、お取り寄せいたします。 

お求めは、公益社団法人 豊岡納税協会  まで 
TEL 0796－22－3862／FAX 0796－24－2956

消費税の取扱いと申告の手引　　3,570円 
消費税実務問答集　　　　　　　2,940円 
消費税課否判定ハンドブック　　1,680円 
源泉所得税取扱いの手引　　　　3,990円 
源泉所得税の実務　　　　　　　3,360円 

減価償却資産の耐用年数表　　　2,310円 
税務・労務ハンドブック　　　　3,780円 
印紙税取扱いの手引　　　　　　3,780円 
社会保険・労働保険の事務百科　3,150円 
　　　　　　　　　（すべて定価･税込み） 

　去る７月１日川口屋城崎リバーサイドホテルにおいて、豊岡税務署長並びに公益社団法人豊岡
納税協会長を来賓に迎え、平成２５年度定時総会が開催されました。 
　早川部会長あいさつの後、平成２４年度事業報告及び収支報告、平成２５年度事業計画及び収支
予算について慎重審議の結果、満場一致で承認可決されました。 
　本年度の主な事業計画は、次のとおりです。 
　　＊研修会 
　　＊北近畿ブロック青年部会 
　　　交流・研修会（於 宮津市） 
　　＊第６回青年の集い（於 神戸市） 
　引き続き任期満了による役員改選が行わ
れ、新部会長に（株）由利の由利昇三郎氏が
選任されました。新役員の方々をご紹介い
たします。 
　総会終了後の意見交換会では、エネルギッ
シュな部会員の熱気があふれる中、異業種
の方々と親睦を深めてお開きとなりました。 

役  員  名  簿 （敬称略） 

部 会 長 
副部会長 
〃 

幹　　事 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

由利昇三郎 
田中藤一郎 
前野　文孝 
長田　通明 
民野　浩司 
榮木　健二 
垣谷　泰司 
安田　優二 
西村　和彦 

（豊岡　（株）由利） 

（出石　（株）田中屋食品） 

（日高　前野紙業（株）） 

（豊岡　北但自動車（株）） 

（豊岡　サンキョー（株）） 

（出石　（株）出石モータース） 

（城崎　（有）弁天荘） 

（香住　（株）太陽舎） 

（豊岡　西村税理士事務所） 

部会長就任のごあいさつ 

(株) 由 利 

由　利　昇三郎 

　平成２５年度、２６年度の２年間、青年部の部会長を務めさせていただくことになり
ました由利昇三郎です。どうぞよろしくお願いいたします。 
　さて政権交代がなされて、株価の上昇、円高の是正等明るい兆しも見え始めた日
本経済ですが、我々の地方経済や中小企業に目を向けると、その現実は未だ厳しく
景気回復が実感できるまでには至っていません。 
　そんな中でも「責任世代」の真っ只中にいる我々は、勇気をもって前に進まなけ
ればいけません。青年部会では異業種交流の場と若手経営者の切磋琢磨する場とし
て、元気に楽しく活動を進めていければと考えています。事業は違えども同じ経営
の悩みを持つ青年の集まりの場として元気よく活動できればと思います。 
　青年部では随時新しい仲間を募集しております。一人でも多くのご入会を心より
お待ちしております。 
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税の作品 募集中税の作品　募集中！！！！
　豊岡納税貯蓄組合連合会では、次代を担う児童・生徒さんたちに早くから税に関心をもって

いただくため、中学生の「税についての作文」・小学生の「税に関する書道・ポスター」の募

集を行っています。

　優秀作品については、賞状及び副賞を贈呈し、学校名・学年・氏名をホームページや広報紙

等に掲載して広く発表します。また、応募者全員に参加賞を贈呈します。

　小・中学生の皆さんの一人でも多くのご応募をお待ちしています。

第47回　中学生の「税についての作文」募集　

◆応募資格　中学生

◆テ　ー　マ　税に関すること

　　　　　　題材は自由。

　　　　　　内容が税に関するものであれば何でも構いません。

◆文　字　数　原稿用紙（４００字詰め）３枚

　　　　　　１，２００字以内（題名を含む）

　　　　　　※字数制限厳守。作文のはじめに、題名・学校名・

学年・氏名（ふりがな）・性別を明記してください。

◆提　出　先　所属の学校を経て、豊岡納税貯蓄組合連合会へ

◆締　切　り　平成２５年９月５日（必着）

第30回　小学生の「税に関する書道・ポスター」募集
◆応募資格　小学生高学年（主に５年生・６年生）

◆課　　題　税に関するもの

　　　　　　題材は自由。（例…税金・納税・申告・消費税・

　　　　　　　　　　　　　　　振替納税など）

　　　　　　内容が税に関するものであれば何でも構いません。

　　　　　　ただし、税関に関するものは対象外とします。

◆用　　紙　書　　道…半　紙（白紙　縦３３．４ｃｍ×横２４．３ｃｍ）

　　　　　　ポスター…画用紙（白紙　縦３８．０ｃｍ×横５４．０ｃｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４ツ切）

◆提　出　先　所属の学校を経て、豊岡納税貯蓄組合連合会へ

◆締　切　り　平成２５年９月２０日（必着）

※お問い合わせは、豊岡納税貯蓄組合連合会まで（�０７９６－２２－３８６２）
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お問い合わせ・お求めは 公益社団法人 豊岡納税協会 まで 
TEL 0796－22－3862／FAX 0796－24－2956

駅舎温泉「さとの湯」 御所の湯 柳　湯 一 の 湯  地 蔵 湯  鴻 の 湯  まんだら湯 

●１００軒の旅館と７０００人収容の旅館群－宿泊のことならなんでも－ 

城崎温泉旅館協同組合 
〒６６９‐６１０１　兵庫県城崎温泉湯島７８　�０７９６‐３２‐４１４１　URL  http://www.kinosaki-web.com/

今年の夏も 
イベント 
盛りだくさん 

温泉街の 
夜空に 
夢花火満開 


